
 

 

説明資料１ 

財務監督課 

規制監督課 

監督総括課 

企 画 課 

特定複合観光施設区域整備法関係手数

料令等の改正について 
令和４年１０月６日 

 

１ 趣旨 

   特定複合観光施設区域整備法関係手数料令の一部を改正する政令及び特定

複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令について閣議請議を求

めるもの。 

 

２ 議決を受ける法令（案） 

  ・ 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令の一部を改正する政令（案）

（別添１－１、１－２） 

  ・ 特定複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令（案） 

（別添２－１、２－２） 

 

３ 施行期日等（見込） 

   公布 令和４年１１月２日 

   施行 令和４年１１月２日  

 

 



政
令
第

号

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
一
号
イ
」
を
「
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業
者
に
係
る
検
定
」
を
「
検
定
の
う
ち
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業

者
に
係
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
法
第
百
四
十
九
条
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
再
交
付
を
申
請
す
る

者

当
該
再
交
付
一
件
に
つ
き
九
千
七
百
円

二

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
承
認
を
申
請
す
る
者

当
該
承
認
一
件
に

つ
き
、
五
千
七
百
円
に
当
該
承
認
に
係
る
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
特
定
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造

業
務
等
従
事
者
の
数
を
乗
じ
た
額
及
び
三
千
五
百
円
の
合
計
額

ロ

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
承
認
を
申
請
す
る
者

当
該
承
認
一
件
に
つ
き
七
万
千
三
百
円

ハ

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
承
認
を
申
請
す
る
者

当
該
承
認
一
件
に
つ
き
八
万
八
千
七
百
円

三

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
額

イ

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
す
る
者

当
該
認
可
一
件
に
つ
き
一

万
二
千
円

ロ

法
第
百
四
十
八
条
第
二
項
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
申
請
す
る
者

当
該
認
可
一
件
に
つ
き
一
万
九
千
二
百
円

第
一
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
、
「
検
定
」
を
「
承
認
」
に
、
「
電
磁
的

カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
、
及
び
検
査
す
る
設
備
等
が
、
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
」
を
「
カ
ジ
ノ

関
連
機
器
等
製
造
業
の
許
可
又
は
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
の
認
定
に
係
る
製
造
所
の
構
造
又
は
設
備
が
、
法
第
百
四

十
五
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
」
に
、
「
当
該
設
備
等
」

を
「
当
該
製
造
所
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
次
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項

（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
項
中
「
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
検
定
」
と
、
「
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
の
許
可
又
は
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外

国
製
造
業
の
認
定
に
係
る
製
造
所
の
構
造
又
は
設
備
が
、
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
、
及
び
検
査
す

る
設
備
等
が
、
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
」
と
、
「
当
該
製
造
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
設
備

等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
中
「
手
数
料
は
、
」
の
下
に
「
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
申
請
又
は
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別添１－１
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特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
に
納
付
す
る
手
数
料
の
額
）

（
国
に
納
付
す
る
手
数
料
の
額
）

第
一
条

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

第
一
条

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数

百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数

料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

一

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
法
第
百
四
十

（
新
設
）

九
条
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三

号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の

再
交
付
を
申
請
す
る
者

当
該
再
交
付
一
件
に
つ
き
九
千
七
百
円

二

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま

（
新
設
）

で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
八
条
第
一

項
の
承
認
を
申
請
す
る
者

当
該
承
認
一
件
に
つ
き
、
五
千
七
百
円
に

当
該
承
認
に
係
る
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
特
定
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
務
等
従
事
者
の
数
を
乗
じ
た
額
及
び
三
千
五

百
円
の
合
計
額

ロ

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
百

五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
を
申
請

hn20599
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す
る
者

当
該
承
認
一
件
に
つ
き
七
万
千
三
百
円

ハ

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
百

五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
を
申
請

す
る
者

当
該
承
認
一
件
に
つ
き
八
万
八
千
七
百
円

三

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

次
の
イ
又
は
ロ
に

（
新
設
）

掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認

可
を
申
請
す
る
者

当
該
認
可
一
件
に
つ
き
一
万
二
千
円

ロ

法
第
百
四
十
八
条
第
二
項
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
申
請
す
る
者

当
該
認
可
一
件
に
つ

き
一
万
九
千
二
百
円

四

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者

一

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。
）

法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
検
定
（
以
下
「

を
除
く
。
）

法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
検
定
（
以
下
「

検
定
」
と
い
う
。
）
一
件
に
つ
き
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計

検
定
」
と
い
う
。
）
一
件
に
つ
き
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計

額
に
二
万
二
千
二
百
円
（
検
定
の
う
ち
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業
者
に

額
に
二
万
二
千
二
百
円
（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業
者
に
係
る
検
定
に

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
二
万
三
千
円
）
を
加
え
た
額

あ
っ
て
は
、
二
万
三
千
円
）
を
加
え
た
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略)

五

（
略
）

二

（
略
）

六

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者

検
定
一
件
に
必
要

三

法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者

検
定
一
件
に
必
要

な
試
験
に
つ
き
、
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
額

な
試
験
に
つ
き
、
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
額

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
者
に
係
る
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
、
カ
ジ
ノ

３

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
検
定
の
申
請
に
つ
い
て

管
理
委
員
会
が
、
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
の
許
可
又
は
カ
ジ
ノ
関
連
機

、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
、
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
、
及
び
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器
等
外
国
製
造
業
の
認
定
に
係
る
製
造
所
の
構
造
又
は
設
備
が
、
法
第
百
四

検
査
す
る
設
備
等
が
、
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準

十
五
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
、
そ
の
職
員
を
、
当
該
設
備
等
の

を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
、
そ

所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
の
額

の
職
員
を
、
当
該
製
造
所
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

場
合
に
お
け
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項

る
者
に
つ
い
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲

第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
、

げ
る
額
の
合
計
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

一

職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
国
家
公
務

一

職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
国
家
公
務

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規

定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
号
及

定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
号
及

び
第
五
項
に
お
い
て
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）

び
次
項
に
お
い
て
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

４

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
手
数

（
新
設
）

料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
承
認
」
と

あ
る
の
は
「
検
定
」
と
、
「
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
の
許
可
又
は
カ
ジ

ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
の
認
定
に
係
る
製
造
所
の
構
造
又
は
設
備
が
、

法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
を
製
造
し
、
及
び
検
査
す
る
設
備
等
が
、
法
第
百
五
十
一
条
第
三

項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
」
と
、
「
当
該
製
造
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

設
備
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
三
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
は
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

、
当
該
職
員
は
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
別
表
第
一
イ
の
行
政
職
俸
給
表
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律
第
九
十
五
号
）
別
表
第
一
イ
の
行
政
職
俸
給
表
㈠
に
掲
げ
る
職
務
の
級
が

㈠
に
掲
げ
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の

四
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
と
し

額
を
計
算
す
る
こ
と
と
し
、
旅
行
日
数
そ
の
他
旅
費
相
当
額
の
計
算
に
関
し

、
旅
行
日
数
そ
の
他
旅
費
相
当
額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
カ
ジ
ノ

必
要
な
細
目
は
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

（
国
に
納
付
す
る
手
数
料
の
納
付
方
法
）

（
国
に
納
付
す
る
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
二
条

前
条
の
手
数
料
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
申
請

第
二
条

前
条
の
手
数
料
は
、
検
定
の
申
請
に
係
る
書
類
に
当
該
手
数
料
の
額

又
は
検
定
の
申
請
に
係
る
書
類
に
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙

に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

を
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
指
定
試
験
機
関
に
納
付
す
る
手
数
料
）

（
指
定
試
験
機
関
に
納
付
す
る
手
数
料
）

第
三
条

法
第
二
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り

第
三
条

法
第
二
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
試
験
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
検
定
一
件

指
定
試
験
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
検
定
一
件

に
必
要
な
試
験
に
つ
き
、
第
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
額
に
十
二
万

に
必
要
な
試
験
に
つ
き
、
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
額
に
十
二
万

九
百
円
（
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
う
ち
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で

九
百
円
（
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
う
ち
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
に
係
る
試
験
に
あ
っ
て
は
、
六
万
九
千
百
円
）
を
加
え
た
額
と

定
め
る
も
の
に
係
る
試
験
に
あ
っ
て
は
、
六
万
九
千
百
円
）
を
加
え
た
額
と

す
る
。

す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）



政
令
第

号

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
章

入
場
料
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
並
び
に
国
庫
納
付
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金
（
第
四
十

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
八
章

雑
則

（
審
査
費
用
の
概
算
額
の
算
定
）

第
四
十
七
条

法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
概
算
額
の
算
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
の
概
算
額

同
条
第
一
項
の
審
査
の
た
め
に
必
要
な
調
査
の
対
象
と
な
る
者
の
数
そ
の
他

の
審
査
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
す
る
数
量
に
応
じ
て
当
該
審
査
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
人
件
費
、
物
件
費
、
旅
費
そ

の
他
の
費
用
を
勘
案
し
て
算
定
す
る
こ
と
。

二

法
第
二
百
三
十
四
条
第
三
項
の
概
算
額

同
項
の
追
加
の
調
査
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
人
件
費
、
物
件
費
、
旅
費
そ

の
他
の
費
用
を
勘
案
し
て
算
定
す
る
こ
と
。

（
審
査
費
用
の
概
算
額
等
の
通
知
）

第
四
十
八
条

法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
概
算
額
又
は
不
足
額
の
通
知
は
、
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
事
項
並
び
に
納
付
の
期
限
及
び
場
所
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
費
用
の
概
算
額
に
係
る
現
金
の
保
管
）

第
四
十
九
条

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
概
算
額
の
納
付
が
あ
っ
た

と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
審
査
が
終
了
し
た
後
に
当
該
概
算
額
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
一
般
会
計
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る

た
め
、
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
概
算
額
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
当
該
概
算
額
を
納
付
し
た
者
に
返
還
す
る
た
め
、

当
該
概
算
額
に
係
る
現
金
の
全
部
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
費
用
を
超
え
る
額
の
返
還
）

第
五
十
条

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
算
額
と
し
て
納
付
さ
れ
た

額
が
同
条
第
一
項
の
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
額
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当
該
概
算
額
を
納
付
し
た
者

に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別添２－１

「
第
七
章

入
場
料
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
並
び
に
国
庫
納
付
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
）

付
金
（
第
四
十
条―

第
四
十
六
条
）

」

条―

第
四
十
六
条
）
」
を

に
改
め
る
。
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特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
条
）

（
新
設
）

附
則

附
則

第
八
章

雑
則

（
新
設
）

（
審
査
費
用
の
概
算
額
の
算
定
）

第
四
十
七
条

法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
概
算

（
新
設
）

額
の
算
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
の
概
算
額

同
条
第
一
項
の
審
査
の
た
め

に
必
要
な
調
査
の
対
象
と
な
る
者
の
数
そ
の
他
の
審
査
の
対
象
と
な
る
事

項
に
関
す
る
数
量
に
応
じ
て
当
該
審
査
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
人
件
費

、
物
件
費
、
旅
費
そ
の
他
の
費
用
を
勘
案
し
て
算
定
す
る
こ
と
。

二

法
第
二
百
三
十
四
条
第
三
項
の
概
算
額

同
項
の
追
加
の
調
査
に
要
す

る
と
見
込
ま
れ
る
人
件
費
、
物
件
費
、
旅
費
そ
の
他
の
費
用
を
勘
案
し
て

算
定
す
る
こ
と
。

（
審
査
費
用
の
概
算
額
等
の
通
知
）

第
四
十
八
条

法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

hn20599
テキストボックス
別添２－２
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概
算
額
又
は
不
足
額
の
通
知
は
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
事
項
並
び
に
納

付
の
期
限
及
び
場
所
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
費
用
の
概
算
額
に
係
る
現
金
の
保
管
）

第
四
十
九
条

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第

（
新
設
）

三
項
の
規
定
に
よ
る
概
算
額
の
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
審

査
が
終
了
し
た
後
に
当
該
概
算
額
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
一
般
会
計
の
歳

入
に
繰
り
入
れ
る
た
め
、
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
概
算
額
の
全
部
若

し
く
は
一
部
を
当
該
概
算
額
を
納
付
し
た
者
に
返
還
す
る
た
め
、
当
該
概
算

額
に
係
る
現
金
の
全
部
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
費
用
を
超
え
る
額
の
返
還
）

第
五
十
条

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
り
概
算
額
と
し
て
納
付
さ
れ
た
額
が
同
条
第
一
項
の
費
用
の

額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
額
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当
該
概
算

額
を
納
付
し
た
者
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。
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